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関
係
機
関
に
意
見
書
を
提
出

九
月
定
例
会
で
は
、
二
件
の
意
見
書
を
議
員
提
出
議
案

と
し
て
上
程
し
、
原
案
ど
お
り
可
決
し
ま
し
た
。
な
お
、

可
決
し
た
意
見
書
は
、
関
係
機
関
に
提
出
さ
れ
ま
し
た
。

そ
の
内
容
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

ド
ク
タ
ー
ヘ
リ
を
全
国
配
備
す
る
た
め
の
新
法
制
定
を

求
め
る
意
見
書

一
分
一
秒
を
争
う
救
急
医
療
の
「
切
り
札
」
と
し
て
ド

ク
タ
ー
ヘ
リ
の
全
国
配
備
が
強
く
望
ま
れ
て
い
る
。
特
に

近
年
、
医
師
の
偏
在
や
不
足
が
重
大
化
し
つ
つ
あ
る
中
で
、

患
者
が
ど
こ
に
い
て
も
短
時
間
内
に
治
療
や
搬
送
を
行
う

ド
ク
タ
ー
ヘ
リ
の
配
備
の
必
要
性
は
高
ま
っ
て
い
る
。

日
本
の
現
状
は
ド
ク
タ
ー
ヘ
リ
が
広
く
普
及
し
て
い
る
欧

米
諸
国
と
比
べ
る
と
大
き
な
格
差
が
あ
る
。
例
え
ば
、
一
九

七
〇
年
に
世
界
に
先
駆
け
て
ド
ク
タ
ー
ヘ
リ
を
導
入
し
た
ド

イ
ツ
で
は
、
そ
の
後
二
十
年
間
で
交
通
事
故
に
よ
る
死
亡
者

数
を
約
三
分
の
一
に
ま
で
劇
的
に
減
少
さ
せ
て
い
る
。
ま
た
、

山
岳
地
帯
が
多
い
ス
イ
ス
で
は
、
国
内
ど
こ
へ
で
も
概
ね
十

五
分
以
内
に
医
師
を
乗
せ
た
ヘ
リ
を
現
場
に
派
遺
し
て
、
治

療
行
為
を
開
始
で
き
る
体
制
を
と
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
日
本
で
は
平
成
十
三
年
度
か
ら
ド
ク
タ
ー
ヘ

リ
導
入
促
進
事
業
が
ス
タ
ー
ト
し
た
が
、
現
在
、
岡
山
、

静
岡
（
二
機
）、
千
葉
、
愛
知
、
福
岡
、
神
奈
川
、
和
歌
山
、

北
海
道
、
長
野
の
九
道
県
十
機
の
運
行
に
と
ど
ま
っ
て
い

る
。
導
入
が
進
ま
な
い
要
因
の
一
つ
と
し
て
、
運
営
主
体

と
な
る
都
道
府
県
や
病
院
の
過
重
な
財
政
負
担
で
あ
る
こ

と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

よ
っ
て
政
府
に
お
い
て
は
、
救
急
救
命
に
大
き
な
効
果
を

上
げ
る
ド
ク
タ
ー
ヘ
リ
の
全
国
配
備
を
推
進
す
る
た
め
に
、

下
記
事
項
に
留
意
し
、
財
政
基
盤
の
確
立
を
含
め
て
体
制
整

備
に
必
要
な
措
置
を
図
る
新
法
の
制
定
を
強
く
求
め
る
。

記

一
　
国
と
都
道
府
県
の
責
務
を
明
記
す
る
こ
と

二
　
国
が
整
備
に
必
要
な
経
費
を
補
助
す
る
こ
と

三
　
運
行
費
を
支
給
す
る
な
ど
財
政
安
定
化
を
図
る
こ
と

障
害
者
自
立
支
援
法
の
抜
本
的
な
改
正
を
求
め
る
意
見
書

本
年
四
月
か
ら
障
害
者
自
立
支
援
法
が
施
行
さ
れ
、
障

害
者
の
施
設
や
居
宅
支
援
の
利
用
に
応
益
（
定
率
）
負
担

制
度
が
導
入
さ
れ
た
。
そ
の
影
響
は
障
害
者
の
生
活
を
直

撃
し
、
施
設
の
退
所
、
作
業
所
へ
の
通
所
の
断
念
、
ホ
ー

ム
ヘ
ル
プ
サ
ー
ビ
ス
利
用
を
手
控
え
る
な
ど
の
形
で
、
生

活
水
準
の
低
下
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
。
ま
た
、
障
害
者

施
設
は
、
報
酬
単
価
の
引
き
下
げ
や
日
払
い
化
に
よ
っ
て
、

運
営
の
継
続
が
困
難
な
状
況
に
追
い
込
ま
れ
て
い
る
。

障
害
者
の
生
活
実
態
を
重
く
見
た
地
方
自
治
体
は
、
サ

ー
ビ
ス
利
用
料
・
自
立
支
援
医
療
費
に
つ
い
て
独
自
の
負

担
軽
減
策(

八
都
府
県
、
二
百
四
十
二
市
区
町
村
十
三
・
一

三
％
／
き
ょ
う
さ
れ
ん
調
査
／
五
月
末
）
を
行
っ
て
い
る

が
、
施
行
直
後
か
ら
、
軽
減
策
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
事
態
は
、
そ
も
そ
も
法
の
制
度
設
計
に
無
理
が
あ
っ
た

と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

さ
ら
に
、
十
月
か
ら
、
新
サ
ー
ビ
ス
体
系
へ
の
移
行
、

新
た
な
障
害
程
度
区
分
に
基
づ
く
支
給
決
定
な
ど
本
格
的

な
施
行
が
始
ま
る
た
め
、
障
害
者
、
家
族
、
事
業
所
へ
の

影
響
は
深
刻
さ
を
増
す
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。

八
月
二
十
五
日
、「
障
害
者
の
権
利
条
約
」
案
は
、
国
連

特
別
委
員
会
で
合
意
が
な
さ
れ
、
年
内
に
国
連
総
会
で
採

択
さ
れ
る
予
定
と
な
っ
た
。
世
界
の
潮
流
に
鑑

か
ん
が

み
、
真
に

障
害
者
に
対
す
る
差
別
を
撤
廃
し
、
障
害
者
の
自
立
と
社

会
参
加
を
求
め
る
立
場
か
ら
、
障
害
者
自
立
支
援
法
に
つ

い
て
次
の
事
項
を
求
め
る
。

記

一
　
障
害
者
自
立
支
援
法
施
行
に
よ
る
障
害
当
事
者
、
家

族
、
事
業
者
、
地
方
自
治
体
へ
の
影
響
調
査
を
早
急
に

行
い
、
真
に
ノ
ー
マ
ラ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
理
念
に
則
し

て
同
法
の
検
証
を
根
本
か
ら
行
う
こ
と
。

二
　
応
益
（
定
率
）
負
担
制
度
を
抜
本
的
に
見
直
す
こ
と
。

特
に
、
授
産
施
設
な
ど
就
労
支
援
施
設
に
か
か
る
利
用

料
負
担
に
つ
い
て
は
、
応
益
負
担
の
撤
回
を
含
め
て
見

直
す
こ
と
。
十
月
か
ら
導
入
さ
れ
る
障
害
乳
幼
児
の
療

育
に
関
す
る
応
益
負
担
に
つ
い
て
は
、
児
童
福
祉
法
の

理
念
を
踏
ま
え
て
凍
結
し
、
現
行
の
公
的
責
任
に
よ
る

施
策
を
継
続
す
る
こ
と
。

三
　
自
立
支
援
医
療
の
実
施
に
よ
り
、
公
費
負
担
を
受
け

ら
れ
る
対
象
が
大
幅
に
制
限
さ
れ
患
者
・
家
族
の
負
担

が
急
増
し
て
い
る
。
障
害
者
・
障
害
児
が
安
心
し
て
医

療
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
、
同
法
か
ら
自
立
支
援
医
療
を

切
り
離
し
、
従
来
の
精
神
通
院
医
療
、
育
成
医
療
、
更

生
医
療
に
も
ど
す
こ
と
。

四
　
障
害
程
度
区
分
の
認
定
に
つ
い
て
は
、
知
的
障
害
や

精
神
障
害
の
判
定
が
、
実
際
の
障
害
程
度
よ
り
軽
く
な

る
な
ど
、
生
活
の
実
態
を
反
映
す
る
こ
と
が
非
常
に
難

し
い
。
介
護
保
険
制
度
に
準
じ
た
判
定
基
準
を
当
て
は

め
る
の
で
は
な
く
、
障
害
当
事
者
の
個
々
の
生
活
ニ
ー

ズ
に
も
と
づ
く
支
給
決
定
の
仕
組
み
に
作
り
か
え
る
こ

と
。

五
　
地
域
生
活
支
援
事
業
（
相
談
支
援
、
移
動
支
援
な
ど
）

は
、
国
の
裁
量
的
経
費
で
あ
り
補
助
金
に
よ
っ
て
事
業

内
容
が
制
限
さ
れ
る
。
自
治
体
の
積
極
的
な
取
り
組
み

が
可
能
と
な
る
よ
う
地
域
生
活
支
援
事
業
の
予
算
を
大

幅
に
増
額
す
る
こ
と
。
ま
た
、
移
動
支
援
は
国
の
義
務

的
経
費
と
し
、
障
害
者
の
社
会
参
加
を
保
障
す
る
こ
と
。

六
　
自
治
体
間
の
格
差
を
是
正
し
、
障
害
者
の
地
域
生
活

の
充
実
を
図
る
た
め
に
、
地
域
生
活
基
盤
の
緊
急
整
備

を
行
う
こ
と
。

交通安全宣言都市・くまがや　　　　　　　　　 男女共同参画宣言都市・くまがや


